
三重県における「全国旅行支援」について

1月10日から３月３０日まで実施予定の全国旅行支援「おいでよ！みえ旅キャンペーン」は、その実施期間が６月３０日（金）ま
で延長になりました。なお、割引や対象者に配布する、観光地の土産物店・飲食店・観光施設等で利用可能な地域クーポン券
（おいでよ！みえ旅クーポン）等の内容については、今までとおり変更ございません。

実施期間
令和５年１月１０日(火)～６月３０日(金)まで。ただし、4月29日（土）～5月7日（日）は対象外 ※予算がなくなり次第終了
事業内容
①旅行割引
割引率 ２０％
割引上限額 〔宿泊旅行〕交通付旅行商品上限５,000円(注1)／その他上限３,000円※１泊につき

〔日帰り旅行〕 一律上限３,000円(注２)
②クーポン券
「おいでよ！みえ旅クーポン」を配布（注３）
平日２,000円 休日1,000円（注4）

(注１)交通付旅行商品の例：宿泊＋運送サービス(有料列車：一乗車片道50km以上／貸切バス：実車時間２時間以上など)
(注２)日帰り旅行の要件：①往復の運送サービスと②旅行目的地で消費に寄与する現地アクティビティがセットとなる旅行商品
(注３)「おいでよ！みえ旅クーポン」はスマートフォンを使った電子クーポンとしての利用が可能となります。

なお、スマートフォンをお使いでない場合は、紙クーポンとしての利用が可能です。
(注４)休日の考え方：〔宿泊旅行〕宿泊日とその翌日がどちらも土日祝の場合／〔日帰り旅行〕土日祝
※最低旅行代金が設定されています。１人１泊（１日）あたり、平日：３,000円／休日：2,000円。
※事業の詳細については、「観光三重」ホームページ（https://www.kankomie.or.jp/）をご覧ください。

「おいでよ！みえ旅キャンペーン」の概要



県内教育旅行における「全国旅行支援」活用イメージ

県内の学校（学校教育法第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校（小中一貫）、高等学校、中等教育
学校（中高一貫）、特別支援学校及び高等専門学校）が県内で実施する修学旅行等、宿泊を伴う教育旅行につ
いて、令和５年度も「県内教育旅行促進支援事業」（観光部）により支援を実施いたします。これらの事業につい
ては、他の県事業との併用を不可としていますが、「全国旅行支援」制度を活用した事業との併用については、
可能とします。

＜例１＞東紀州から伊賀への宿泊旅行（１泊）〔平日〕

旅行代金
11,000円

１,２00円

４,８00円

5,000円

全国旅行支援分

県内教育旅行促進支援

事業分（※）

自己負担分

＋

(※)教育旅行促進支援5,000円を適用、その後、残額６，０００円に対し全国旅行支援を適用します。

なお、この残額が、平日３,000円未満、休日2,000円未満の場合は、全国旅行支援は適用されません。

２,000円

クーポン


